
多気町地域おこし協力隊募集要項 

活動分野 特産品販路拡大・新商品開発事業等農産物の振興 

町の概要 【多気町の概要】 

 人口 13,367 人  5,757 世帯（2026 年 3 月末現在） 

 

三重県のほぼ中央に位置し、松阪市と伊勢市に囲まれた自然豊かな農山村

で、東西に中央構造線が走っており、奈良時代以前には、国内有数の水銀の

産地として栄え、後の伊勢商人輩出のルーツのひとつにもなりました。また

主要な街道が複数通っており、交通の要衝として発展してきました。 

 

募集の目的 多気町の多気とは、たくさんの食べ物がとれる場所という意味があるとさ

れ、古くから農業生産が盛んで、世界に誇る松阪牛、本町でしか採れない伊

勢いも・本町発祥の前川次郎柿など特徴的な農産物が生産されている一方

で、農家の高齢化、後継者不足により、出荷量は減少傾向にあります。 

同様にまちの農と食のランドマーク的存在の「五桂池ふるさと村」内のマル

シェグランマ（旧おばあちゃんの店）でも、盛り込まれる農産物が年々減少

してきており、生産量の減少もあるが、高齢化等による出荷ができないこと

も一因と考えています。また高齢化等により園地等の維持管理の継続が困

難になりつつある中で、維持管理の受け皿も求められています。 

そこで、地域の農家や園地等をまわり集荷したり、維持管理する人材を配置

することで、園地の適正管理、農家の張り合いや生きがいづくりから、地域

農産物の確保、販路開拓までふるさと村を中心に一気通貫の取り組みを推

進するために、以下のとおり「地域おこし協力隊」を募集します。 

活動内容 ごかつら池ふるさと村を中心に、 

・農産物の高付加価値化 

・農機具の斡旋 

・農福連携の推進 

・地域農業体験の受け入れ 

・みかん、柿狩り等の実施 



・獣害対策（猟師の育成） 

・新たな販路開拓 

・新商品開発 など 

※農家さんのところでの短期研修も受けていただく場合もあります。 

募集対象 ・ 心身ともに健康で活動に意欲と情熱があり、地域の特性や風習を尊重し、 

町、関係団体、地域住民と積極的にコミュニケーションを図り、活動に取

り組める方。 

・ 総務省の地域おこし協力隊の地域要件を満たし、委嘱後に多気町へ住民

票を異動することができる方。ただし、委嘱を受ける前に既に多気町に定

住している方及び既に多気町に住民票を異動させた方を除きます。 

＜総務省地域おこし協力隊の地域要件（総務省 HP）＞ 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000862222.pdf 

※現住所が該当するかどうか不明な場合はお問い合わせください。 

・ 基本的なパソコンの操作（ワード、エクセル、電子メール等）および WEB 

や SNS 等において情報発信ができる方。 

・ 普通自動車運転免許証を取得している方。又は委嘱日までに取得見込み

である方。 

・ 地方公務員法第 16 条に規定する欠格条項に該当しない方。 

・ 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年

法律第 77 号)第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなっ

た日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。)でないこと及び暴力団

員等と密接な関係を有しない方。 

・ 年齢、性別不問。 

求める人物

像（必須条

件ではあり

ませんが選

考時の加点

要素としま

す） 

・明るくコミュニケーションを取れる方 

・多様な方々と協力して、課題解決や目標達成を目指せる方 

募集人数 1 名 

活動日数 原則月 20 日（週５日以内、土日祝日が活動日となる場合あり） 

活動時間 1 日 7 時間、週 35 時間程度 

主な活動地 ごかつら池ふるさと村マルシェグランマ 

居住地 多気町地内 

雇用形態 ・多気町地域おこし協力隊として多気町長が委嘱します。 

 ※多気町との雇用契約はありません。 

・着任日については応相談とさせていただきます。 

・隊員としての活動に支障がなければ兼業を認めますが、その場合は、事前

に町に連絡して了承を得てください。 



・多気町との雇用契約は存在しないため、所得税、住民税等の税金、介護保

険料、年金保険料などは隊員が納めることとなります。 

 

期間 初年度は委嘱のから 1 年とします。以降は活動状況や実績等を勘案し、委

嘱期間を更新することができ、最長 3 年間とします。 

※協力隊員としてふさわしくないと判断した場合は、委嘱期間中であって

も委嘱を取り消すことができるものとします。 

 

報償金、活

動費 

月額 290,000 円 

※1 カ月間の活動実績に応じて翌月に支給します。 

※1 カ月の活動日数が 20 日に満たない場合は、日割り計算により支給しま

す。 

・賞与、時間外手当、退職手当等の支給はありません。 

そ の 他 待

遇、福利厚

生等 

・社会保険および雇用保険には加入しませんので、国民健康保険、国民年金

に加入してください。 

・多気町では、移動手段として自家用車が必要不可欠です。活動を行うにあ

たっては自家用車を使っていただきます。 

※活動中の住居（火災保険料）、傷害保険料、パソコンその他活動に必要な

消耗品等や出張、研修旅費については、予算の範囲内で支給します。（旅費

については多気町職員等の旅費に関する条例の例によります） 

※引っ越し費用、生活備品、水道光熱費等は個人負担です。 

 

応募方法提

出書類 

【受付期間】 

令和 8 年 4 月 1 日（水）～令和 8 年 7 月 31 日（金） 

 

【提出書類】 

応募にあたっては次の提出書類を以下の提出先まで郵送または直接持参し

てください。持参の場合、受付時間は土日・祝日を除く 8 時 30 分から 17

時 15 分までとします。 

1.多気町地域おこし協力隊応募用紙（別紙様式） 1 部 

2.レポート 1 部 

①多気町地域おこし協力隊に応募された動機について 

②ご自身の経験、スキルが今回募集を行う活動内容に対してどのように活

用でき、どのような成果につながるか 

※レポートには氏名を記入し、上記 2 テーマについて 2,000 文字以内でま

とめてください。（書式は自由） 

3.目標管理シート 1 部 

4.住民票抄本 1 部 

※応募前 1 カ月以内に取得のもの 

5.自動車運転免許証の写し 1 部 



※取得予定者は応募用紙の「取得している資格・免許」の欄に取得予定日を

記入してください。 

・応募にかかる書類郵送等の費用は全て応募者の負担とします。 

・なお、募集内容によっては、事前の来町や、イベント等への参加を必要と

するものものありますので、ご注意ください。スムーズな着任、活動を行っ

ていただくためにも、自己負担にはなりますが、可能な範囲でのご来町をお

ススメしています。 

審査方法 【第 1 次選考】 

書類選考のうえ、結果を応募者へ文書で通知します。 

【第 2 時選考】 

第 1 次選考合格者を対象に、多気町内において第 2 次選考（面接）を行い

ます。第 2 次選考に関する詳細（日時・場所等）については、第 1 次選考

結果の通知の際にお知らせします。 

≪令和 8 年 8 月頃、多気町内を予定≫ 

【最終選考結果の報告】 

最終選考結果は、第 2 次選考対象者へ文書で通知します。 

※住民票の異動は必ず委嘱日以降に行ってください。それ以前に住所を異

動させると応募対象者でなくなり、採用取り消しとなる場合があります。 

※採用決定者の方で、自動車運転免許取得見込みの方は、取得後速やかに写

しを提出していただきます。 

 

その他 ・ご不明な点や質問等については、担当までお問い合わせください。 

・ご応募いただいた内容について担当から連絡し、確認させていただくこ

とがございますのであらかじめご了承ください。 

・提出された書類は返却できませんので、ご了承ください。 

・選考の方法、経過や結果についてのお問い合わせには応じられませんの

で、あらかじめご了承ください。 

・応募人数の多少にかかわらず、採用しない場合もあります。 

・応募者の個人情報については、本応募に関する目的にのみ使用し、その他

の目的には使用しません。 

・本募集要項は、多気町地域おこし協力隊設置要綱に基づき必要な事項を

定めています。 

・事前の見学等も歓迎します。お気軽にご連絡ください。 

 

参考事項 ごかつら池ふるさと村について 

開村以来 40 余年の長きにわたり、町内外の多くの皆さまに親しまれてきた

「五桂池ふるさと村」。多気町を代表する施設として、地域の皆さまととも

に歩んできました。しかしながら近年は、社会の目まぐるしい変化に、施設

の老朽化など、大変厳しい状況にありました。 

「五桂池ふるさと村」が開村以来、すっと大切にしてきたのは、地域の農で



あり、地域のつながり、絆であったと思います。それらをもう一度取り戻す

ため、まちの食と農の拠点として、令和 5 年にはレストラン、多目的ルー

ムを備えた研修交流施設が完成し、令 6 年にはどうぶつパークがリニュー

アルオープンします。これまでの集客交流の機能はそのままに、多様な人々

が集い、憩い、学び、交流し合える場所として、人も事業も育てていく、そ

んな新しい時代のガストロノミーのまちの拠点にしていきたいと考えてい

ます。 

今後取り組んでいきたいと考えている事業例 

・新規就農者の育成 

・農産品の高付加価値化 

・獣害対策 

・農福連携 

・生活弱者支援 

・食育、キャリア教育 

・創業就業支援 など 

提出先・問

い合わせ先 

多気町役場 商工観光課（担当：西村） 

〒519-2181 三重県多気郡多気町相可 1600 番地 

電話：0598-38-1124 FAX：0598-38-1140 

e-mail：shoko-kanko@town.mie-taki.lg.jp 

 


